
１．はじめに 

相続時精算課税制度は、令和6年1月1日以後の贈与か

ら110万円の基礎控除が使えるようになることから、現在

注目されている制度です。今回はこの制度を利用した親子

間での財産贈与で、起こりがちな事例を取り上げます。 
２．相続時精算課税制度とは 
相続時精算課税制度とは現行制度上、その年の 1 月 1

日現在で 60歳以上の父母・祖父母である直系尊属から、

18 歳以上の推定相続人である子や孫へ贈与がある場合

に、贈与した人と財産をもらった人の組み合わせごとに

選択できる制度です。税負担は贈与額 2,500 万円までは

特別控除により事実上贈与税が課税されず、それを超え

る金額の贈与には 20％の税率で課税されます。 
その見返りとして、この組み合わせで直系尊属であ

る父母等の相続が開始した場合には、相続税の計算上

相続時精算課税制度でもらっていた財産を相続財産に

加算し、相続税が算出される場合にはこの相続税から

支払い済みの贈与税を引いて精算する仕組みです。こ

の選択は、いったん行われると後で解消することがで

きないのが特徴です。 
ただ、この制度をめぐっては、税務上のトラブルが散

見されるようです。裁決事例になっている事案でも、た

とえば、財産をあげた被相続人が財産を受け取った子供

らのために被相続人自ら勝手に（？）相続時精算課税制

度の届出・申告をして、あとで相続人が相続税申告する

際、相続財産に加算する贈与財産の計算で誤りが税務署

から指摘されたケースがみられます（審判所、令和元年

6 月 17 日裁決、令和 5 年 2 月 3 日裁決）。ここでは、令

和元年 6 月 17 日裁決を見てみることにします。 
３．事案の概要 

  裁決書によると、この事案は平成 27 年に開始した

相続の相続税申告に際し、相続人が平成 18 年から 21
年にかけて被相続人からもらっていた財産について、

相続財産に加算すべきかどうかが問題になった事案で

す。税務署は、平成 18 年から 21 年にかけて被相続人

から贈与された財産（現金・建物）につき、被相続人

自身の手で相続時精算課税制度により申告していたた

め、相続時精算課税制度の適用で相続財産に加算すべ

きものとして更正しています。しかし、相続人は相続

時精算制度の申告書は、被相続人が勝手に作成し税務

署に提出したので、無効だと反発したものです。 
４．審判所の判断 

 審判所は、まず、申告手続きについて「納税義務者

本人が申告書を提出して行うこととされているから

（国税通則法第 17 条《期限内申告》等）、納税義務者

以外の者が、本人の承諾なく勝手に納税義務者の申告

書を作成し提出した場合には、その納税申告は無効で

あると解される」と考え方の原則を提示。次に、審判

所は納税義務者以外の者が申告書を作成し提出した場

合であっても、有効になる場合として、「その者が、納

税義務者から明示又は黙示に当該申告行為をする権限

を与えられている場合」と指摘しました。 
 事案のケースでは、被相続人が申告手続きしたこと

が明らかであることから、相続人が、被相続人に対し、

「明示又は黙示に本件精算課税申告書による申告行為

をする権限を与えていたといえるか否かについて」検

討、次のような事実関係を指摘しています。 
①相続人は、建物贈与に係る登記手続を被相続人に一任
していたこと 
②あとで被相続人が相続時精算課税申告を出し直すこと
になる暦年課税申告書を作成する際、農協などでの相
談において、必要な書類の提示などの対応は被相続人
が行っていたこと 

③その暦年課税申告に係る納税資金は被相続人が負担し
ていたこと 
④相続人の印鑑は被相続人も使用することが可能な状況
であったこと 
⑤相続人が主体的に自己に係る申告手続等の必要な手続
を行っていたということはうかがわれないこと 

⑥後の相続時精算課税制度申告で相続人は贈与税に係る
還付金等の振込を認識できたといえること 

⑦被相続人が相続人口座から還付金等を出金したことに
つき異議を述べたといった事実は認められないこと 

 
 こうしたことから審判所は一連の手続きに関し、相

続人が「被相続人に対して包括的に委任していたとみ

るのが相当であるから、精算課税申告についても、明

示又は黙示に当該申告行為をする権限を被相続人に与

えていたといえる」と判断しています。 
５．まとめ 
上記のようなトラブルの原因は、被相続人と相続人

の間での行き違いなのか、それとも別の理由があるの

かは、本当のところはわかりません。 
生前贈与による財産の承継は安全が第一だとすれば、

将来発生する相続税でも不利にならないよう、被相続

人と相続人が納得の上、税理士ら専門家を交えて手続

きを行うことがトラブルを未然に防ぐことにもつなが

るのではないでしょうか？    （遠藤 純一） 
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勝手に（？）出された相続時精算課税の申告書が無効かどうかでトラブル 
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